
   西成区小中学校サポーター登録事業運営要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、西成区内の大阪市立小学校及び中学校（以下「区内学校」という。）の学校

教育活動を支援するため、支援者及び支援する団体等を募集及び登録し、多様な人材・団体等

の情報を区内学校及び西成区役所で共有化することを目的に実施する西成区小中学校サポータ

ー登録事業の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（登録の手続き） 

第２条 西成区小中学校サポーター登録事業に登録しようとする者及び団体等は、西成区小中学

校サポーター登録申請書（様式第１号）（以下「登録申請書」という。）により西成区長に申請

するものとする。登録内容を変更するときも同様とする。 

２ 西成区長は、登録申請書が提出されたときは、その内容を審査し、登録することが適当と認

められるときは西成区小中学校サポーターとして登録する。ただし、登録申請者及び登録申請

団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、登録申請書を受理しないものとする。 

(1)大阪市暴力団排除条例第２条１項に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同

条第３号に規定する暴力団密接関係者に該当する場合 

  (2)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体等。また、特定の公職者（候補者を含む）また

は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体等 

 (3) 前号に掲げる者のほか、登録の届出を受理することが適当でないと西成区長が認める者 

（登録の期間） 

第３条 登録の期間は、登録した日の属する年度の末日までとする。 

（登録の更新手続き） 

第４条 西成区長は、毎年３月１日に登録されている者及び団体等に対し登録の意思を確認する

ものとし、更新の申し出があった者及び団体等については登録を更新する。 

（登録の抹消手続き） 

第５条 登録を抹消しようとする者及び団体等は、西成区小中学校サポーター登録情報抹消申請

書（様式第２号）（以下「抹消申請書」という。）により西成区長に申請するものとする。 

２ 西成区長は、抹消申請書が提出されたとき又は前条に定める確認を行い登録抹消の申し出が

あったとき及び更新の申し出がなかったときは、登録を抹消する。 

３ 前項に掲げるもののほか、西成区長が登録を更新することが適当でないと認めるときは、登

録を抹消することができる。 

（情報提供） 

第６条 西成区長は、第２条第２項及び前条第１項の規定による登録を行った場合は、その情報

を区内学校の学校長へ提供する。 

（個人情報の取扱い） 

第７条 この要綱に基づき入手した個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律（平成 15

年法律第 57号）及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例（令和５年大阪

市条例第５号）に基づき、適正に取扱うものとする。 

（庶務） 

第８条 この要綱に関する庶務は、西成区役所保健福祉課（子育て支援）が行う。 

（その他） 

第９条 この要綱の施行に関し必要な事項は、西成区長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 28年３月 10日から施行する。 



   

   附 則（令和３年２月 12日改正） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則（令和５年２月 16日改正） 

この要綱は、令和５年３月１日から施行する。 

  附 則（令和７年３月 19日改正） 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



（様式第１号）

申請日　   　　年　　月　　日

□新規 □変更 □継続 □個人 □団体

（自宅・携帯・担当者）

●活動を希望する学校（複数選択可）

□区内すべての中学校 □区内すべての小学校 □どこでもよい

□天下茶屋中学校 □天下茶屋小学校 □まつば小学校

□今宮中学校 □新今宮小学校 □橘小学校

□成南中学校 □岸里小学校 □千本小学校

□鶴見橋中学校 □長橋小学校 □北津守小学校

□玉出中学校 □玉出小学校 □南津守小学校

□梅南中学校

●活動されるにあたって、以下の中で１つを選んでチェックしてください。

□無償のボランティアで活動しても良い □有償のボランティアとして活動したい

□どちらでもよい □謝礼が必要（無償では対応不可）

（裏面に続きます）

種別 団体/個人

※活動いただける分野に関わっての職歴・学歴等がございましたら、ご記入ください。

学校名・学部・専攻等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学年□大学等在学中
（個人のみ）

生年月日

昭和
平成
西暦

　　　年　　　月　　　日　（満　　　歳） 

ふりがな

名　前

性　別

□木

活
動
可
能
日
時

職
業
等

報
償

入力　□区役所使用欄 登録Ｎｏ． 新規 ・ 更新 受理 ・ 不受理

その他時間帯

希
望
す
る
学
校

曜日

□月

西成区小中学校サポーター登録申請書

　　　　時　　　　分　～　　　　時　　　　分

　　　　時　　　　分　～　　　　時　　　　分

　　　　時　　　　分　～　　　　時　　　　分

　　　　時　　　　分　～　　　　時　　　　分

　　　　時　　　　分　～　　　　時　　　　分

　　　　時　　　　分　～　　　　時　　　　分

　　　　時　　　　分　～　　　　時　　　　分

□金

□土

□日

連絡先電話番号

住　所

（〒　　　　-　　　　　　　）

□男　□女
□（　　　　）

※団体等の場合は、団体等の名称及び代表者氏名

□火

□水

※企業の場合は、業種等についてご記入ください。

□主な職歴等
（個人のみ）

□活動概要
（団体等のみ）



１教育活動の支援

□児童生徒への学習支援（課外学習支援を含む）

□　帰国・来日した児童生徒で言語面で支援が必要な者への支援

　　　　※日本語以外で使用可能な言語があれば記入してください。【　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

□　発達障がいのある児童生徒への支援

　　　　※取得している資格があれば記入してください。【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

□　学校図書館開館にかかる支援

□　児童生徒への図書の読み聞かせ

２学校活動の支援

□　緑化活動の支援

□　学校行事（運動会・文化祭等の準備補助等）への支援

□　登下校の見守り支援

□　その他【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

３キャリア教育の支援

□　総合的な学習の時間等における講師・ゲストティーチャー

　　　　※具体的に記入してください。【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

□　職場見学や職場体験の受け入れ

□　その他【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

  　　　　年　　　　月　　　　日

氏名

　また、次のいずれにも該当するものではありません。
【個人】暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第32条第1号各号の
掲げるもの
【団体】役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第32条第1号
各号の掲げるもの
【団体】宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体等。また、特定の公職者（候補者を含む）または政
党を推薦、支持、反対することを目的とした団体等。

可
能
な
活
動
内
容

●希望する活動内容（複数選択可）

●具体的な希望活動内容記述欄

　私は、別紙の注意事項を確認したうえで申請します。また、このサポーター登録申請書に記載した個人
情報を、西成区小中学校サポーター登録事業に利用するため、西成区内の大阪市立小学校及び中学
校へ提供することに同意します。

同
意
書



西成区内小学校及び中学校で活動していただく際の注意事項 

 

 西成区小中学校サポーター登録事業にご登録いただき、実際に小学校及び中学校で活動してい

ただくこととなった場合に守っていただきたいことをまとめていますので、よくご理解いただい

たうえで申請してください。 

 

≪全ての方に活動していただけるわけではありません≫ 

  登録いただいた情報は、西成区内の小学校及び中学校に提供しますが、各学校が個別にその

時々で必要な活動に応じて依頼させていただきますので、登録いただいた全ての方に連絡させ

ていただくわけではありませんので、予めご了承ください。  

 

≪この事業は、学校や児童生徒のサポートが目的です≫ 

  学校での活動は、営利的、政治的、宗教的なものであってはなりません。学校の教育活動の

妨げとなるものではなく、学校や児童生徒を支援することがこの事業の趣旨です。具体的な活

動内容は各学校によって異なりますので、事前によくご確認ください。  

 

≪学校では、児童生徒の安全確保が最優先です≫ 

  学校への問合せや訪問にあたって、学校では、児童生徒の安全確保が最優先となりますの

で、サポーターの方であっても見慣れない方に対しては慎重に対応することになります。問合

せをする時、特に訪問する時には、「きちんと挨拶をする」「要件を明確に伝える」など学校

が受け入れやすい態度で臨んでください。  

 

≪報告・連絡・相談はしっかりと行ってください≫ 

  活動にあたっては、分からないことや困ったことが出てくることもあります。そのような場

合、児童生徒が相手だからといって勝手に判断するのではなく、学校教職員等としっかり話し

あいながら対応してください。 

 

≪個人情報を聞き出してはいけません≫ 

  児童生徒の個人に関わる情報（住所、携帯番号、メールアドレス等）を収集したり、学校外

で呼出したりといったことはしてはいけません。また、許可なくカメラ等で撮影や録画をして

はいけませんし、それらの画像等を許可なくＳＮＳやホームページ等で公表してはいけませ

ん。 

 

≪守秘義務があります≫ 

  活動を通じて児童生徒や保護者の個人的な事柄や活動する上で知り得た秘密について、活動

中、また活動終了後も他人に漏らしてはいけません。  

 

≪その他≫ 

  皆さんの活動が有意義なものとなるように、また、児童生徒の安全を確保するため、各学校

で注意事項を定めていたり、事前に面談させていただくところもあります。 

  学校が求めている支援内容についてよく理解をしたうえで、ご自身が無理なくできる活動を

していただきますようお願いします。 



（様式第２号）

申請日　   　　年　　月　　日
□個人 □団体

（自宅・携帯）

区役所使用欄 登録Ｎｏ． 受理 ・ 不受理 入力　□

住　所 生年月日

（〒　　　　-　　　　　　　）

昭和
平成

　　　年　　　月　　　日　（満　　　歳） 

氏　名 □男　□女

西成区小中学校サポーター登録情報 抹消申請書

性　別 連絡先電話番号

団体/個人
ふりがな

※団体等の場合は、団体等の名称及び代表者氏名


